
補装具申請の流れ【児童】 

① 医師（※意見書は、身体障害者法第１５条第１項に基づく認定を受けた医師に書いて頂いて

ください。）に、補装具費支給意見書に補装具が必要な理由等を書いて頂く。 

② 業者様に、見積書とカタログの写しを作成して頂いてください。 

 ※完成後、すべての補装具について業者様に対し、支給したものの写真の提出をお願いし

ております。 

③ 高松市に、意見書(原本)、見積書(原本)、カタログの写し、申請書を提出。 

※希望する補装具によって聞取りをさせて頂きます。 

※難病疾患の方は「特定疾病医療受領証」のコピー、もしくは難病に該当する旨の診断書

（意見書）が申請時に必要です。 

※郵送又は総合センターへの提出も可能です。 

④ 決定通知（決定までおよそ10日～2週間程度かかります）が届いたら、業者に通知と印鑑を

ご持参いただき、用具と交換して下さい。（自己負担がある場合は、お支払いください。） 

※希望する補装具や状況によって、高松市から香川県障害福祉相談所へ技術的助言を求め  

る場合があるため、決定までおよそ３か月程度かかる場合があります。 

（補足） 

※ 決定前に補装具を購入すると、補助の対象外になります。 

※ 利用者の負担額は、原則として基準額の１割＋基準額の超過分になります。ただし、市民

税の課税状況などに応じて、上限額が設けられます。 

 

【お問合せ先】〒７６０－８５７１ 高松市番町一丁目８番１５号 

高松市 障がい福祉課 生活支援係 

TEL ８３９－２３３３ FAX ８２１－００８６ 

★意見書を作成いただく医師の方へ★ 

意見書の処方欄に必要な付属品・機能を記載したもの 又は 意見書裏面に見積書写し

を掲載したもの が必要です。御協力お願いいたします。 


